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７月２８日の大雨の被害にかかる災害救助法の適用について 

（第１報） 
 

１ 災 害 の 概 要        

大雨による被害により、山口県において多数の者の生命又は身体に危害を受けるおそれが生じていること 

から、山口県は災害救助法の適用を決定した。 

 

災害救助法 
 

適用市町村 
法適用日 被害の状況等 備  考 

 

【山口県】       

萩市（はぎし） 
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 ７月２８日からの大雨による被害により、多数の

者が生命又は身体に危害を受けるおそれが生じてお

り、避難して継続的に救助を必要としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２ 今までにとられた措置 

  ・避難所の設置等 
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